
別紙１　参考様式

１　対象地区の現状

２　対象地区の課題

・農作業の効率化を図るため、分散した農地の連担化をどのように進めていくかが課題である。

・高齢化が進んでいるため、後継者の確保、育成を図りながら今後、集落の農地をどのようなかたちで維持していくかが課題で
ある。

・農業生産法人のある集落のほかの集落でも、集落営農や生産組織化を望む農家が多く、協業化を含めた法人化を検討する
必要がある。

柏崎市

３  対象地区内における中心経営体への農地の集約化に関する方針

・大沢集落の農地利用は、中心経営体である認定農業者２経営体のほか、複数の個人耕作者が担っていく。

・山室、田島集落の農地利用は、中心経営体である認定農業者２経営体や生産法人１経営体が担っていく。

・小清水、西之入集落の農地利用は、中心経営体である認定農業者１経営体や認定新規就農者１経営体のほか、複数の個人
耕作者が担っていく。

・宮之下、行兼、森近、笹崎集落の農地利用は、中心経営体である認定農業者１経営体や生産法人１経営体のほか、複数の個
人耕作者が担う。

実質化された人・農地プラン

ⅰ　うち後継者未定の農業者の耕作面積の合計

ⅱ　うち後継者について不明の農業者の耕作面積の合計

33.6ｈａ

7.4ｈａ

（備考）

227.2ｈａ

199.7ｈａ

8.4ｈａ

①地区内の耕地面積

②アンケート調査等に回答した地区内の農地所有者又は耕作者の耕作面積の合計

④地区内において今後中心経営体が引き受ける意向のある耕作面積の合計

③地区内における70才以上の農業者の耕作面積の合計 102.8ｈａ

直近の更新年月日

令和３（２０２１）年３月２５日平成２５(２０１３）年１２月１９日

作成年月日対象地区名（地区内集落名）

南鯖石地区（全９集落　大沢・山室・田島・小清水・西之
入・宮之下・行兼・森近・笹崎集落）

市町村名



（参考）　中心経営体

A 61 66 ○ ha ha
B 74 79 ○ ha ha
C 72 77 ○ ha ha
D 57 62 未定 ha ha
E 41 46 未定 ha ha
F 67 72 未定 ha ha
G 80 85 × ha ha
H 64 69 × ha ha
I 62 67 × ha ha
J 58 63 ○ ha ha
K 70 75 未定 ha ha
L 71 76 ○ ha ha
M 36 41 未定 ha ha
N 60 65 未定 ha ha
O 72 77 × ha ha
P 50 55 未定 ha ha
Q 65 70 ○ ha ha
R 72 77 ○ ha ha
S 68 73 未定 ha ha
T 82 87 ○ ha ha
U 38 43 × ha ha
V 65 70 未定 ha ha
W 70 75 未定 ha ha
X 67 72 ○ ha ha

24 人 ha ha
24 法 水稲 1.3 水稲 3.5 山室
計

22 個 水稲 0.1 水稲 0.2 宮平
23 法 水稲 0.7 水稲 1.0 久之木、宮平

20 個 水稲 3.2 水稲・野菜 3.9 森近
21 個 水稲 0.9 水稲 0.5 森近

18 法 水稲・野菜・穀物・果物等 18.4 水稲・野菜・穀物 22.5 宮之下
19 認農 水稲・野菜 11.2 水稲・野菜・穀物 7.3 行兼

16 個 水稲・野菜 1.3 水稲・野菜 1.3 西之入
17 個 水稲 1.6 水稲 1.5 西之入

水稲・果物等 1.5 水稲・果物等 1.4 西之入
15 認農 水稲 5.5 水稲 7.9 西之入

11

　　「属性」について、個人の認定農業者は「認農」、法人の認定農業者は「認農法」、認定新規就農者は「認就」、
　　法人化や農地集積を行うことが確実であると市町村が判断する集落営農は「集」、基本構想水準到達者は
　　「到達」、個人の農業者は「個」と記載しています。

138.4130.0

12 個 水稲・野菜 1.2 水稲 3.0 小清水
13 認就 水稲 1.3 水稲・穀物 5.4 小清水
14 個

2
3
4

認農 水稲・野菜・穀物・果物等 13.9 水稲・野菜・穀物・果物等 14.2

個 水稲 1.8 水稲 1.8

法 水稲 24.6 水稲・野菜 25.2

5
6
7
8
9
10

田島

個 水稲 0.6 水稲 0.5 大沢
認農 水稲・果物等 20.3 水稲・野菜 14.3 田島

個 水稲 1.7 水稲 1.8 大沢

水稲・野菜 3 水稲 4 大沢
個 水稲 0.8 水稲 0.7 大沢

認農

認農 水稲・果物等 4.8 水稲・野菜 5.5 山室

年齢
（5年後）

現状
属性No.

今後の農地の引受けの意向

経営作目 経営面積

1

農業者
（氏名・名称）

経営作目 経営面積

4.0 大沢

大沢

後継者
農業を営む範囲

年齢

山室
認農 水稲 7.1 水稲・野菜 7.0 大沢
個 水稲 3.2 水稲



４　３の方針を実現するために必要な取組に関する方針（任意記載事項）

○基盤整備への取組方針

　・田島、山室集落においては、ほ場整備事業に取り組み、地区営農プランに基づく農地の区画整理を伴う総合的な改良
　　工事を行い、農地の汎用化や担い手への農地集積を促進する。

○その他

　・笹崎、森近、山室、大沢、田島、西之入、宮之下、行兼集落においては、中山間地域等直接支払制度に取り組み、
　　農業生産条件の不利な農地を維持していくべく集落協定を締結し、対象農用地において農業生産活動等を行う担い
　　手の確保を図っていく。
　・農薬や化学肥料の低減等の環境保全型農業に取り組み、米の高付加価値化を図っていく。

○農地中間管理機構の活用方針
　
　・中心経営体が病気や怪我等の事情で営農の継続が困難になった場合を想定し、農地バンク機能を活用した、農地の
　　一時保全管理や新たな受け手への付け替えを進めることができるよう、農地中間管理機構を通じて中心経営体への
　　貸付けを進めていく。

○新規・特産化作物の導入方針

　・地域特産物である里芋（土垂）の栽培組織を設立し、地域全体で振興していく機運が高まっている。

○農地の維持管理の取組方針

　・地域の中心となる経営体以外の農業者は、農業環境保全で重要な水路管理や草刈などの作業を地域の中心となる
　　経営体と協力しながら取り組む。
　・多面的機能支払に取り組み、農用地及び農業用施設の保全を図る。

○農地の貸付け等の意向

　・貸付け等の意向が確認された農地は、49筆、40,711㎡となっている。

○担い手確保のための取組方針

　・地域内には３０歳代の意欲ある若手農業経営者がいるほか、農業生産法人や個人経営体である認定農業者もいる
　　ことから、それぞれの中心経営体がリタイアする農業者から農地を集積し、経営規模の拡大を図っていく。

○鳥獣被害防止対策の取組方針

　・地域による鳥獣害対策の集落点検マップ（侵入防止柵や檻の設置状況、放置果樹や目撃・被害発生場所等）づくりや
　　捕獲体制の構築等に取り組む。



（参考）　農地の貸付け等の意向（任意記載事項）
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計

905
1,326

42
52

1,102

380
231
383
39

413
710
714

1,212
725

670
952

1,859
1,574

251
714
102
809
257

石曽根殿地737-6
石曽根土江ノ下6127-1

1,265
572
442
411
157
191
254
633
456

1,397
433
949

1,100
1,108
2,006
2,053
2,066

506
955
552

1,062
1,073

石曽根字殿地737-1
石曽根字殿地739-3
石曽根字殿地741
石曽根字殿地743
石曽根字土江ノ内6125
石曽根字土江ノ内6128-1
石曽根字土江ノ内6134
石曽根勝俣6093-1
石曽根殿地737-3

石曽根字新保6027
石曽根字大百刈648-1
石曽根字大百刈652
石曽根字大百刈653-1
石曽根字殿地733-1
石曽根字殿地734-1
石曽根字殿地735-2
石曽根字殿地736-1
石曽根字殿地736-2

石曽根字勝俣6081
石曽根字勝俣6082
石曽根字勝俣6097-1
石曽根字勝俣6107
石曽根字上ノ原6046
石曽根字上ノ原6047
石曽根字上ノ原6048-1
石曽根字上ノ原6056
石曽根字新保6026

石曽根原ノ下6007
石曽根字下川原36-1

石曽根化順6089 2,125

石曽根化順680 714
石曽根原ノ下6006 2,171

石曽根化順679-1 638

40,711

石曽根字下川原36-3
石曽根字下川原5-1
石曽根字下川原5-2
石曽根字下川原6-2
石曽根字化順674-2
石曽根字化順676-1
石曽根字化順677-1
石曽根字曲田入6154
石曽根字原ノ下5972
石曽根字原ノ下5973-1
石曽根字笹崎6238
石曽根字笹崎6239
石曽根字笹崎6267
石曽根字勝俣6080

農地の所在（地番）
貸付け 作業委託 売渡

貸付け等の区分（㎡）


